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＜区域＞

用途地域が商業地域に指定されている区域とします。

＜景観形成の視点＞

池袋副都心をはじめとして、鉄道駅を中心とした商業・ 業務を主とした地域で、さまざまな都

市機能が集積し、大規模な建築が可能であることを踏まえ、次の視点から景観形成に取り組む

ことが重要です。

歩行者への圧迫感や威圧感を

与えないように努める（壁面

後退や建築物の分節化など）

色彩は、周辺との調和に

配慮

店舗の出入口などは、にぎわ

いが連続するように計画（開

口のとり方、店先の使い方）

店舗以外の出入口

の設置にあたって

は、にぎわいの連

続性を損なわない

商業・ 業務系市街地

●文化創造の舞台にふさわしく 、にぎわいと活気が感じられる街並みづく り

・ 店舗の出入口は、近隣の店舗とのにぎわいが連続するよう配慮するとともに、 外壁

の色彩や夜間照明、建築物の正面デザインに工夫するなど、 にぎわいと活気が感じ

られる街並みづく りに心がけましょう。

解説

●人 が々安全で快適に歩く ことができるヒューマンスケールの街並みづく り

・ 沿道の歩行者への圧迫感や威圧感を与えないよう、 低層部の壁面後退や建築物の

分節化などの工夫をするとともに、 居心地の良い店先の雰囲気づく りを行うなど、

ヒューマンスケールの街並みづく りに心がけましょう。

・ 夜間照明やショ ーウィ ンドウの工夫により、 夜でも安全で快適な店舗前の空間づく

りを心がけましょう。

解説

●多様な主体の協働による個性ある街並みづく り

・ 建築物単体だけでなく 、周辺の街路や公園の修景施設や、地域を構成するさまざま

な景観資源との調和に配慮し、個性ある街並みづく りに心がけましょう。

解説

＜景観形成基準のイメージ＞

第2章 景観形成基準
商業・業務系市街地
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配置

高さ・規模

基準 ポイントと取り組み例

1.歩行者に圧迫感や威圧感を与えないように努める。 【1-①】通りに面した壁面を後退させる。

2.商店街では、住宅や駐車場など店舗以外の出入口設置

等について、隣接する建築群との関係に配慮し、にぎ

わいを損なわないよう計画する。

【2-①】住宅や駐車場など店舗以外の出入口は、商

店街側に設置しない。

3.道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確

保など、公共空間との関係に配慮する。

【3-①】通りと店先をつなぐ空間に歩行者が滞留で

きるスペースやオープンカフェなどを設

置する。

4.敷地内に残すべき景観資源（遺構、樹木、池、湧水等）

がある場合には、これを生かした計画とする。

【4-①】景観資源としての樹木などに通りからアク

セスできる広場を敷地内に確保する。

基準 ポイントと取り組み例

1.道路や公園、広場など周辺の見通しのきく場所からの

見え方に配慮する。

【1-①】周辺からの眺望に配慮し、他の建築物との

高さや規模と調和させる。

2.住居系の建築物と隣接する場合は、建築物の分節化や

高層部の後退などにより、圧迫感の軽減に配慮する。

・ ・

【1-①】

【4-①】

【2-①】【3-①】
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公開空地・外構・緑化等

基準 ポイントと取り組み例

1.外構計画は、隣接する敷地や道路など周囲の

街並みとの調和に配慮する。

【1-①】歩道の舗装と一体性のあるデザインにする。

【1-②】歩道との段差をなくす。

【1-③】前面道路から連続して自由に出入りでき、にぎわ

いを感じる街並みとなるように植栽やストリート

ファニチャーを配置する。

【1-④】植栽や上質な舗装材で仕上げる。

2.周辺のみどりとの連続性を考慮し、敷地や建

築物を緑化する。

【2-①】高木・中木を取り混ぜ、木陰をつくる。

【2-②】快適な歩行空間づくりに効果的な植栽となるように、

花木、落葉樹、紅葉する樹木などを取り混ぜて季節

感を表現する。

【2-③】屋上や壁面に緑化をする。

3.緑化にあたり、樹種の選定や樹木の配置等は

継続的な維持管理が可能な計画とする。

【3-①】見通しが確保できる樹種を配置する。

【3-②】防犯上、暗くなりすぎないように、樹木を配置する。

4.照明は、夜間の景観や周囲の環境に配慮する。【4-①】閉店後の店内やショーウィンドウを明かりで照らし

て夜間の雰囲気を演出する。

【4-②】夜間の歩行を考慮して外構に照明を配置する。

【4-③】過度な点滅や信号機と同色の光源は避け、夜間の安

全性に配慮する。

【4-①】
【2-①、3-①、3-②】

【4-②】

【1-③】


